
一
般
国
道

一
一
八
号

路
線
名

告

示
会
津
若
松
市
門
田
町
大
字

中
野
字
大
道
西
一
五
番
一

地
先
か
ら

同

市
門
田
町
大
字

中
野
字
大
道
西
一
六
番
一

地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
〇
・
五
〜

一
四
・
六

一
〇
・
五
〜

一
二
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
八
・
〇

一
八
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
会
津

坂
下
会
津

本
郷
線

路
線
名

県
道
北
山

会
津
若
松

線 路
線
名

会
津
若
松
市
北
会
津
町
東

麻
生
字
宮
田
八
番
一
地
先

か
ら

同

市
北
会
津
町
松

野
字
柳
原
二
番
一
地
先
ま

で
区

間

会
津
若
松
市
河
東
町
大
字

福
島
字
東
面
三
一
番
地
先

か
ら

同

市
河
東
町
大
字

岡
田
字
方
便
一
二
二
番
地

先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
三
・
〇
〜

一
四
・
五

七
・
〇
〜

一
三
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
〇
・
六
〜

一
八
・
二

六
・
〇
〜

一
二
・
二

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
、
四
五
三
・
五

一
、
四
五
三
・
五

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

六
三
七
・
〇

六
三
七
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

福
島
県
告
示
第
二
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路

企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
一
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
一
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
一
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
五
件

二
四

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

二
五

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

二
五

○
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す

る
件

二
六

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

二
七



県
道
烏
崎

江
垂
線

路
線
名

県
道
烏
崎

江
垂
線

路
線
名

南
相
馬
市
鹿
島
区
江
垂
字

柚
原
一
二
四
番
一
地
先
か

ら同

市
鹿
島
区
江
垂
字

榎
町
四
九
番
一
地
先
ま
で

区

間

南
相
馬
市
鹿
島
区
江
垂
字

柚
原
一
二
四
番
一
地
先
か

ら同

市
鹿
島
区
江
垂
字

榎
町
四
九
番
一
地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
〇
・
四
〜

二
一
・
四

一
〇
・
四
〜

二
一
・
四

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
〇
・
四
〜

二
一
・
四

七
・
四
〜

二
一
・
四

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

四
二
・
四

四
二
・
四

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

四
二
・
四

四
二
・
四

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
烏
崎
江
垂
線

路

線

名

一
般
国
道
一
一
八
号

路

線

名

公

告
南
相
馬
市
鹿
島
区
江
垂
字
柚
原
一
二
四
番
一
地
先
か

ら同

市
鹿
島
区
江
垂
字
榎
町
四
九
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
中
野
字
大
道
西
一
五
番
一

地
先
か
ら

同

市
門
田
町
大
字
中
野
字
大
道
西
一
六
番
一

地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
〇
年

一
月
一
五
日

供

用

開

始

の

期

日

平
成
二
〇
年

一
月
一
五
日

供

用

開

始

の

期

日

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
一
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(
道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
二
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
一
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
三
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県

会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
一
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
三
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県

相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
一
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

平成20年１月15日 火曜日 福 島 県 報 第1944号 25



宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

製
造
事
業
場

等
の
名
称

及
び
所
在
地

郡
山
市
字
道
場

413
北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
中
飼
料
中

継
基
地
(平
成

19年
６
月
)

収
去
場
所

(収
去
年
月
)

く
み
あ
い
配
合
飼

料
会
津
マ
ッ
ク
ス

(肉
用
牛
肥
育
用

配
合
飼
料
)

飼
料
の
名
称

(飼
料
の
種
類
)

平
成
19年
６
月

製
造
年
月

14.0

粗た
ん
白
質

試
験
結
果
の
概
要
(
％
)

3.0 粗脂
肪

5.4 粗繊
維

5.4 粗灰
分

0.18

カ
ル
シ
ウ
ム

0.54

り
ん

－ そ
の
他
の
検
査

－ 備
考

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

製
造
事
業
場

等
の
名
称

及
び
所
在
地

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

茨
城
県
鹿
島
郡

神
栖
町
東
深
芝

２
番
地
13

雪
印
種
苗
株
式

会
社
鹿
島
工
場

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

郡
山
市
字
道
場

413
北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
中
飼
料
中

継
基
地
(平
成

19年
６
月
)

収
去
場
所

(収
去
年
月
)

須
賀
川
市
岩
作

16－
１

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
南
飼
料
中

継
基
地
(平
成

19年
12月
)

須
賀
川
市
岩
作

16－
１

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
南
飼
料
中

継
基
地
(平
成

19年
12月
)

田
村
郡
小
野
町

大
字
谷
津
作
字

谷
津
162

小
野
町
地
区
酪

農
業
協
同
組
合

(平
成
19年

10
月
)

413
北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
中
飼
料
中

継
基
地
(平
成

19年
６
月
)

く
み
あ
い
配
合
飼

料
会
津
マ
ッ
ク
ス

(肉
用
牛
肥
育
用

配
合
飼
料
)

飼
料
の
名
称

(飼
料
の
種
類
)

く
み
あ
い
配
合
飼

料
ニ
ュ
ー
ア
ク
テ
ィ

ブ
Ｂ
(子
豚
育
成

用
配
合
飼
料
)

く
み
あ
い
配
合
飼

料
ニ
ュ
ー
ア
ク
テ
ィ

ブ
72(種

豚
育
成
・

種
豚
飼
育
用
配
合

飼
料
)

雪
印
配
合
飼
料
ス

ノ
ー
ミ
ッ
ク
ス
18

(乳
用
牛
飼
育
用

配
合
飼
料
)

料
会
津
マ
ッ
ク
ス

(肉
用
牛
肥
育
用

配
合
飼
料
)

平
成
19年
６
月

製
造
年
月

平
成
19年
11月

平
成
19年
11月

平
成
19年
10月

19年
６
月

カ
ド
ミ
ウ
ム
鉛
水
銀

試
験
結
果
の
概
要

17.0

14.9

18.1

5.7

3.9

5.2

3.6

4.5

8.7

4.6

5.8

7.6

0.69

0.90

1.10

備
考

0.48

0.69

0.64

－ － －

－ － －
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
け
は
し

三

代
表
者
の
氏
名

伊
東

敦
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
百
五
十
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
技
術
を
最
大
限
に
活
用
し
、
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク(

Ｓ
Ｎ
Ｓ)

の
構
築

な
ど
に
よ
る
参
加
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
や
、
共
有
で
き
る
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
広
い
範
囲

に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
年
齢
の
違
う
世
代
が
交
流
の
中
で
学
び
、
共
に
生
き
甲�

を
感
じ
て
過
ご
せ

る
よ
う
、
人
と
人
・
人
と
地
域
・
人
と
自
然
の
か
け
は
し
と
し
て
活
力
の
あ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

と
雇
用
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
領
域
県
民
文
化
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
十
七
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第

五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
六
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
に
収
去
し
た
飼
料

の
試
験
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

１
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

注
１
飼
料
の
名
称
の
欄
中
｢規
｣
は
､
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法

律
第
27条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
｡

２
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
に
は
､
個
別
検
査
項
目
別
に
試
験
結
果
を
示
し
､
表
示
さ
れ
た
栄

養
成
分
量
に
対
し
て
過
不
足
が
あ
っ
た
場
合
に
は
､
備
考
の
欄
に
そ
の
過
不
足
の
量
を
示
す
｡

２
安
全
性
に
関
す
る
検
査
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宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

茨
城
県
鹿
島
郡

神
栖
町
東
深
芝

２
番
地
13

雪
印
種
苗
株
式

会
社
鹿
島
工
場

宮
城
県
石
巻
市

三
河
町
４
番
地

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
石
巻
工
場

等
の
名
称

及
び
所
在
地

須
賀
川
市
岩
作

16－
１

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
南
飼
料
中

継
基
地
(平
成

19年
12月
)

須
賀
川
市
岩
作

16－
１

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
南
飼
料
中

継
基
地
(平
成

19年
12月
)

田
村
郡
小
野
町

大
字
谷
津
作
字

谷
津
162

小
野
町
地
区
酪

農
業
協
同
組
合

(平
成
19年

10
月
)

郡
山
市
字
道
場

413
北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
県
中
飼
料
中

継
基
地
(平
成

19年
６
月
)

(収
去
年
月
)

く
み
あ
い
配
合
飼

料
ニ
ュ
ー
ア
ク
テ
ィ

ブ
Ｂ
(子
豚
育
成

用
配
合
飼
料
)

く
み
あ
い
配
合
飼

料
ニ
ュ
ー
ア
ク
テ
ィ

ブ
72(種

豚
育
成
・

種
豚
飼
育
用
配
合

飼
料
)

雪
印
配
合
飼
料
ス

ノ
ー
ミ
ッ
ク
ス
18

(乳
用
牛
飼
育
用

配
合
飼
料
)

く
み
あ
い
配
合
飼

料
会
津
マ
ッ
ク
ス

(肉
用
牛
肥
育
用

配
合
飼
料
)

(飼
料
の
種
類
)

平
成
19年
11月

平
成
19年
11月

平
成
19年
10月

平
成
19年
６
月

年
月

カ
ド
ミ
ウ
ム
鉛
水
銀

カ
ド
ミ
ウ
ム
鉛
水
銀

カ
ド
ミ
ウ
ム
鉛
水
銀

カ
ド
ミ
ウ
ム
鉛
水
銀

試
験
結
果
の
概
要

備
考

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
に
は
､
違
反
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
を
示

し
､
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
及
び
検
査
結
果
を
示
し
､
備
考
の
欄
に
そ

の
内
容
を
示
す
｡

(

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー)

公
告
第
二
十
八
号

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
の
購
入
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施

行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項

及
び
福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
。
以
下｢

財
務
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

買
入
れ
を
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン

百
六
十
四
台

２

買
入
れ
を
す
る
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３

納
入
期
限

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

４

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

１

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

福
島
県
を
発
注
者
と
し
て
、
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
の
契
約
を
締

結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
そ
の
審
査
の
時

期
等
を
定
め
た
件(

平
成
十
七
年
福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号)

第
二
に
掲
げ
る
業
種
区
分
の

｢

製
造
業｣

又
は｢

販
売
業｣

の
入
札
参
加
有
資
格
者
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３

福
島
県
か
ら
現
に
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
に
係
る
指
名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ

と
。

４

こ
の
公
告
に
示
し
た
仕
様
に
合
致
し
た
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
物
品
に
つ
い
て
納
入
実
績
が

あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
納
入
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定
の
物
品
購
入(

修
繕)

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申

請
書
に
、
二
の
４
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
、
次
に
掲
げ
る
場
所
に

提
出
し
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
を
申
請
す
る
こ
と
。

な
お
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
八
日(

月)

ま
で
に
当
該
申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
当

該
資
格
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

郵
便
番
号
九
六
〇
│
八
六
七
〇

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

福
島
県
出
納
局
総
務
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
二
四
│
五
二
一
│
七
五
六
二

四

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ

先

三
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。

２

入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

日
時
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
一
日(

月)

午
後
一
時
三

十
分
と
し
、
場
所
は
、
三
に
掲
げ
る
場
所
と
す
る
。

３

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

日
時
は
、
平
成
二
十
年
二
月
五
日(

火)

午
後
二
時
と
し
、

場
所
は
、
三
に
掲
げ
る
場
所
と
す
る
。

五

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

１

入
札
保
証
金

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
三
以
上
の
額
の
入
札
保

証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
各
号
に
該
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当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。

２

契
約
保
証
金

落
札
者
は
、
契
約
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。

六

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
書
を
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
提
出
し
た
書
類
に
関
し
、
福

島
県
知
事
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

入
札
の
無
効

二
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

八

そ
の
他

１

入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の

五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額(
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る

課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２

落
札
者
の
決
定
の
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要

４

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
出
納
局
総
務
管
理
グ
ル
ー
プ)

平成20年１月15日 火曜日 福 島 県 報 第1944号28


